
議案第２５号  

 

   小中一貫特認校の指定について  

 

 東広島市立小中学校を小中一貫特認校に指定することについて、次のと

おり提案する。  

 

  令和４年１２月２２日提出  

 

東広島市教育委員会           

教育長   市   場   一   也    

 

１  提案理由  

地域の特性を生かした特色ある教育活動を実践する小中一貫校に、通

学区域制度の弾力的運用として一定の条件のもと、市内全域から就学・

転入を認める小中一貫特認校制度を導入し、福富小学校及び福富中学校

を小中一貫特認校として指定するため、この議案を提出するものである。 

２  指定内容  

(1) 対象校   

福富小学校及び福富中学校  

(2) 指定理由  

第２期東広島市教育振興基本計画（令和元年度～令和５年度）に掲

げる基本施策の一つとして、「教育内容の充実」において確かな学力の

育成のために校種間連携や小中一貫・接続教育を推進しており、小中

一貫特認校の目的に沿った学校運営を行うことができると判断したた

め。  

(3) 実施時期  

令和５年４月１日から（申込みは、令和５年１月１日以後とする。） 

３  根拠規定  

東広島市教育委員会教育長事務委任規則（平成２０年東広島市教育委
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員会規則第２号）  

 第１条  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号。以下「法」という。）第２５条第１項の規定に基づき、東広

島市教育委員会（－略－）の権限に属する事務のうち、法第２５条第

２項各号に規定するもののほか、次の各号に掲げるものを除き、教育

長に委任する。  

  (2) 教育内容及びその取扱いの一般方針を定めること。  
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小中一貫特認校制度を導入 
―福富小学校・中学校で令和５年度スタート― 

夢と志をもち 今を大切に生きる児童・生徒の育成 

東広島市立福富小・中学校 

学校教育目標 

 東広島市初の施設一体型小中一貫校として開校した福富
小・中学校は、令和５年４月１日より小中一貫特認校として新
たにスタートします。 

小中一貫特認校設置の目的 
 小中一貫校では、特色ある教育課程を実施することにより、変化の激しいこれ
からの時代をたくましく生きる力の育成を目指しています。 

 こうした小中一貫校で学びたい児童生徒に対して、通学区域を制限せず、市
全域からの就学・転学を可能とするものです。 
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東広島市立福富小・中学校の特色ある取組 

～夢と志をもち、今を大切に生きる児童・生徒の育成～ 

 福富小・中学校は、令和３年度に本市初の施設一体型小中一貫校として開校しました。

小規模校だからこそ、児童生徒や教職員との関わり合いを大切にし、地域の方々の支えも

いただきながら、これからの時代をたくましく生きる力の育成を目指しています。 

○小規模校の特性を生かした指導の充実（学力の向上） 
 少人数であることを生かして、一人一人の児童生徒にきめ細やかな指導を行っていま
す。令和４年度全国学力・学習状況調査では、小・中学校ともに、国及び県の平均を上
回っており、児童生徒の学力の向上を図っています。 

○異学年交流の促進（コミュニケーション力の育成） 
 義務教育９年間の学びと育ちをつなぐため、総合的な学習の時間や学校行事等におい
て、異学年交流に取り組んでいます。この交流を通して、児童生徒の社会性の基礎やコ
ミュニケーション力を育成しています。 

○探究的な学習の推進（生きる力の育成） 
 児童生徒が自ら課題を見い出し、解決するための探究的な学習に取り組んでいます。
福富の地域と連携し、起業された方や地域貢献されている方に学びながら、課題解決に
取り組むことで、自己の生き方を考える力を育成しています。 

自然豊かな福富で、心豊かな学びを！ 
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